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地域包括支援センター ℡86-0112

　介護保険法の改正により、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域全体
で支え合い、介護予防を進めていくための「介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総
合事業」）」が、平成 29年４月から始まります。
　65 歳以上の方を対象にその方の状態や必要性に合わせた介護予防サービスを提供し、
いきいきとした生活が継続できるように支援します。
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サービスの種類 内　容

訪問介護
相当サービス

いままでの介護予防訪問
介護（ホームヘルプサー
ビス）と同様のサービス
です。

訪問型
サービスＡ

対象となる単身高齢者等
へホームヘルパー等によ
る生活援助等を行います。

ং㏻ᡤᆺࢫࣅ࣮ࢧ

サービスの種類 内　容

通所介護
相当サービス

いままでの介護予防通所介護
（デイサービス）と同様のサ
ービスです。

通所型
サービスＡ

介護予防のための体操、口腔
・栄養指導、リクリエーション
等を行います。（八乙女げんき
塾・元気パワーアップクラブ）

総合事業とは？　　ձ介ㆤண㜵࣭生άᨭࢫࣅ࣮ࢧᴗࠊղ一般介ㆤண㜵ᴗ࡛ࠋࡍ

ထཡমުࢌ๊֚ٚ� �

▼  内容　今までߦっていた;れあいいきいきαϩンでのհޢ༧のऔりΈ、৽たに֤
۠୯Ґでのհޢ༧ࣨڭを開催しま͢。ৄしくはใしらたか̐月߸で͓らͤしま͢。

▼  対象者　ཁࢧԉ̍・２のೝఆをडけているํ、݈߁ࢱ՝でج͏ߦຊνΣοΫリストʢ25
߲のථʣによる֘ۀࣄऀ。

ȜΫΑমު׳ڰထཡȆࢌٚ�⁞�

ȺࣣমުȜΫΑٳইࢃȪ଼ 3: ාːȡȫȻ

ࣣমު

（要支援１・２の方、基本チェックリスト該当者）

介護予防・生活支援サービス

ゼၥᆺࠊঁ͐ࢫࣅ࣮ࢧ㏻ᡤᆺ͐ࢫࣅ࣮ࢧং

　　　　ထཡັݯȪါ׳ˍȆˎ͈༷ȫ

　　　　福祉用具貸与・訪問看護・通所リハビ

　　　　リテーションなど

ȡˑ͈༷ȫˍࢌȪါٚັݯࢌٚ　　　　

Ⱥ̭ͦ́͘Ȫ଼ 39 ාഽȫȻ

ထཡັݯ

Ȫါ׳ˍȆˎ͈༷ȫ

　!!訪問介護、通所介護

福祉用具貸与・訪問看護・通所

リハビリテーションなど

ȡˑ͈༷ȫˍࢌȪါٚັݯࢌٚ ་̱̈́ࢵ

་̱̈́ࢵ

▼  内容　
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